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資料３-２

第２回　介護・高齢部会

■「中野区高齢者保健福祉計画・第８期介
護保険事業計画」進捗状況



課題 施策 ページ

１　総合的な介護予防・生活支援の推進
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２　生きがいづくりの支援
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１　在宅医療・介護連携体制の推進
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２　在宅療養に関する区民への啓発、理解促進
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１　認知症とともに暮らすための地域支援体制の構
築 12
2　高齢者の虐待防止

16
1 在宅生活を支援するサービスの充実

19
2　住み慣れた地域で暮らし続けるための住まいの
確保 21
３　入所型施設の整備促進

23
４　災害や感染症等の発生に備えた体制整備

24
１　介護保険制度の適正な運営

25
2　介護サービス事業所の支援と質の向上

29

４　いつまでも安心して暮らし
続けていけるための基盤整備

５　介護保険制度の適正な運営

１　総合的な介護予防・生活支
援

２　在宅医療と介護の連携

３　認知症対策と虐待防止



計画進捗管理シート

1

1

計画名称 高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画

課題 総合的な介護予防・生活支援

施策 総合的な介護予防・生活支援の推進

成果指標１　６５歳の健康寿命（要介護２以上の認定を受けるまでの平均自立期間）

計画策定時 202１年度実績 ２０２３年度目標 2025年度目標

実現すべき状態
　高齢者の生活機能の維持・向上や生きがいづくりにつながる多様な取組や居場所が用意されています。加
齢に伴う身体自立度の低下や閉じこもり等ができる限り予防され、高齢者が生きがいを持って社会参加し、
自分らしくいきいきと元気で暮らしています。

データ出典 中野区資料

実績把握頻度 毎年度

主な取組

①高齢者の健康づくり・介護予防の普及啓発事業の充実　（計画冊子ページ：P25）

自己評価： ○ 　ひきこもり傾向がみられる高
齢者のフレイル化を防ぎ、運動
機能の維持・向上を図るため、介
護予防事業や「通いの場」の情報
を広く周知していく必要があ
る。

　短期集中予防サービス事業の
中で要支援相当の段階での取組
を進めているが、さらに幅広い
対象者が、健康づくり・介護予防
に参加できるよう、事業の一部
を一般介護予防事業へ移行する
こととした。

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　高齢期の早い段階でフレイル
に気がつき、進行を防ぎ、ある
いは回復できるよう、高齢者の
健康づくり・介護予防の取組を
積極的に進めていきます。
　さらに、フレイルだけでなく、
転倒・骨折、関節疾患等を原因
として運動機能が低下した人の
介護予防についての取組も進め
ていきます。

介護･高齢者支援課

男18.0年
女21.5年

(平成３０年度(２０１８年度))

男１８．１年
女２１．７年

男18.5年
女22.0年

男18.9年
女22.4年

11.2％
(令和元年度(2019年度))

10.1% 12.2% 13.2%

データ出典 東京都福祉保健局「６５歳健康寿命算出結果区市町村一覧」

実績把握頻度 毎年

成果指標２　要介護認定者数に対するリハビリテーションサービスの利用率

計画策定時 ２０２１年度実績 202３年度目標 2025年度目標
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・新型コロナウイルス感染症の影
響により、活動を控えていた団
体に対して、活動再開に向けた
支援を行った。
・ICTサポーターの自主活動団
体としての組織化を目指し、地
域での活動を支援する取組を
行った。

②高齢者会館の機能充実　（計画冊子ページ：P25）

自己評価： ○

自己評価： ○

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　高齢者の居場所・活動の場、健
康づくりや介護予防事業の身近
な地域拠点として、高齢者会館
の機能を更に充実させるととも
に、地域包括支援センター等と
協力し、地域における支えあい
活動の一環を担う役割を強化し
ます。
　また、地域の元気な高齢者が、
運営の担い手として持てる力を
発揮する等、地域に根づいた健
康づくりの輪を広げていけるよ
う、すこやか福祉センターでは、
地域団体やＮＰＯ法人等による
会館運営を支援していきます。

すこやか福祉センター

　今後も新型コロナウイルス感染
対策を継続しながら高齢者の居
場所を確保し、介護予防事業の
継続と充実を図る。

　地域包括支援センターの相談
会や健康測定などを高齢者会館
事業に組み込むなど、地域にお
ける支えあい活動の一端を担う
とともに、町会をはじめとする
地域団体との連携を深め、高齢
者会館の運営に、地域の元気な
高齢者が担い手として力を発揮
できるよう取り組んでいる。

自己評価： ○

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　地域での活動が介護予防につ
ながることを共有化し地域での
主体的な取組の広がりを進めて
いきます。

介護･高齢者支援課

・住民主体サービス事業を実施
する団体数を増やすため、令和
5年度から「中野区住民主体
サービス事業補助金」の条件を
緩和し、登録数増を目指す。
・ＩＣＴサポーターの人数が少な
い地域があるため、第2期の募
集を行っていく。

・高齢者会館でのミニデイサービ
スにリハビリテーション専門職を
派遣し、技術的支援を行うこと
で、住民主体による介護予防事
業の実効性の向上を図った。
・中野区リハビリテーション協議
会（地域で活動するリハビリテー
ション専門職による任意団体）と
連携し、なかの元気アップ訪問
等の事業を実施している。

　介護予防の基本方針に基づき
高齢者の虚弱化を早期に発見
し、改善を図る取組を更に進め
ていきます。
　リハビリテーション専門職等が
ケアプランの段階から関与し早
期の機能回復を目指すととも
に、地域での日常的な取組を継
続的に行えるよう、自主団体等
に対し、運動や生活機能改善に
向けたアドバイスや指導を行っ
ていきます。

介護･高齢者支援課

　高い専門性に基づいた介護予
防事業の拡充を図るため、中野
区リハビリテーション協議会と
の協力・連携体制を強化してい
く必要がある。

・主に要支援相当を対象として、
住宅改修や福祉用具貸与に際し
て、地域包括支援センターの職
員による訪問に、リハビリテー
ション専門職が同行し、個々の
高齢者の身体状態等に応じた、
専門的な助言を行った。
・地域の自主活動団体に対して、
運動や生活機能改善、介護予防
等に関するアドバイスや講話を
行った。

③介護予防の体系化と充実　（計画冊子ページ：P26）

自己評価： ○

　高齢者会館におけるミニデイ
サービス（通所型住民主体サー
ビス）の多くは、地域の元気な高
齢者が担い手となっているた
め、地域の専門職が支える仕組
みとして、リハビリテーション等
の専門職が高齢者の健康状態の
確認や加齢に伴う様々な不具合
への対処方法等をアドバイスす
ることで、地域での支えあい活
動を後押ししていきます。

介護･高齢者支援課

　高齢者会館におけるミニデイ
サービスを始めとした住民主体
サービスを推進していくために
は、地域包括支援センターが利
用者だけでなく、担い手も支え
る必要がある。
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令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　地域で気軽に参加できる介護
予防の取組として、区有施設が
少ない地域に民間施設をお借り
して、体操ができる場を提供し
ていきます。 介護･高齢者支援課

　事業実施の拠点を拡大するた
め、新たな民間施設をどのよう
に確保していくかが課題となっ
ている。

　6か所の民間施設を会場とし
て、「なかの元気アップ体操ひろ
ば」を実施した。

　地区担当のアウトリーチチーム
（生活支援コーディネーター）の
活動により地域資源の発掘を進
め、より身近な地域での活動を
促進するための支援を行ってい
きます。

すこやか福祉センター

　活動を休止している団体に対
する、新型コロナウイルス感染対
策を講じた上での活動の継続や
再開の支援。

　各地区のアウトリーチチームの
職員がサロンや交流の場に参加
し、新型コロナウイルス感染症の
影響で停滞した、地域活動の再
開に向けた支援を進めている。

　地域・社会資源把握支援システ
ムの導入により地域資源の共有
化や関係者のネットワーク化を
図っていきます。 介護･高齢者支援課

すこやか福祉センター

　地域資源の把握・収集はアウト
リーチチームが担っているため、
その役割の趣旨や意義を共有
し、関係者が協働して取り組む
必要がある。

　地域資源に関する情報の把握
や収集に努め、地域資源把握支
援システム（けあプロ・navi）で
公開することにより、関係者へ
の周知や共有化を進めている。

自己評価： ○

④地域における介護予防や生活支援の取組の促進　（計画冊子ページ：P26）

自己評価： ○

自己評価： ○

取組内容 所管
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計画進捗管理シート

1

2

計画名称 高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画

課題 総合的な介護予防・生活支援

施策 生きがいづくりの支援

実現すべき状態
　高齢者の生活機能の維持・向上や生きがいづくりにつながる多様な取組や居場所が用意されています。加
齢に伴う身体自立度の低下や閉じこもり等ができる限り予防され、高齢者が生きがいを持って社会参加し、
自分らしくいきいきと元気で暮らしています。

計画策定時 2022年度実績 202３年度目標 2025年度目標

データ出典 中野区資料

1,425人
(令和元年度(2019年度))

1,675人

　社会状況の変化に伴う高齢者
の居場所づくりや地域活動のあ
り方の変化を、オンラインを活用
した活動等新たなつながりや支
えあいを生み出すチャンスと捉
え、高齢者を対象としたＩＣＴ活
用を積極的に支援していきま
す。

介護･高齢者支援課
すこやか福祉センター

　ICTサポーターの少ない地区
において、追加募集を行うなど、
「なかのICTサポーター」に対す
る伴走的な支援を行う。

・ICTサポーターによるスマート
フォン講習会を４圏域で企画・実
施するとともに、自主活動団体
として活動できるよう、支援を
行った。
・ICTサポーターの７３．６％が、
この活動を生きがいの１つと感
じている。

自己評価： ○

今後の課題

　高齢者の居場所・活動の支援
の場としては、高齢者会館だけ
でなく区民活動センター等も利
用して事業を行うほか、町会・自
治会、中野区社会福祉協議会、
中野区シルバー人材センター、
地域で活動するボランティア団
体等と連携しながら、高齢者の
居場所や活動の場づくりを進
め、健康生きがいづくりや就労
等の活動を支援します。

すこやか福祉センター
介護･高齢者支援課

　高齢者の居場所や活動の場づ
くりを支援するにあたり、地域
で活動するボランティア団体等
においては、新たな担い手や活
動場所の確保が課題となってい
る。

自己評価： ○

実績把握頻度 毎年度

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

　地域における身近な通いの場
である、高齢者会館や区民活動
センター等において、地域団体
や社会福祉協議会等と連携しな
がら、多様な介護予防啓発事業
を実施し、来所のきっかけづくり
や継続した支援を行っている。

66.6％
(令和２年度(2020年度))

63.7% 69.6%

1,407人 1,550人

主な取組

①高齢者の居場所づくり・活動の支援　（計画冊子ページ：P27）

データ出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査

実績把握頻度 計画策定前年（３年ごと）

成果指標２　中野区シルバー人材センター会員数

72.6%

成果指標１　高齢者調査で「生きがいあり」と答えた人の割合

計画策定時 2022年度実績 ２０２３年度目標 2025年度目標
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②シルバー人材センターへの支援　（計画冊子ページ：P27）

　働く意欲がある高齢者のた
め、高齢者に適した仕事の受注
や職種の開拓を行う等、高齢者
自身が自主的に組織、運営にあ
たるシルバー人材センターに対
し、人件費等の補助を実施しま
す。

介護･高齢者支援課

　団体への補助を継続しながら、
自主財源のさらなる確保のた
め、関連部署との調整や事業の
運営に必要な支援を行ってい
く。

　シルバー人材センターの円滑
な事業運営を目的とした補助を
実施することにより、高齢者の
雇用の確保や福祉の増進を図る
ことができた。

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

自己評価： ○
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計画進捗管理シート

2

1

成果指標　ケアマネジャー調査で主治医と十分連携がとれている割合

計画策定時 2022年度実績 ２０２３年度目標 2025年度目標

計画名称 高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画

課題 在宅医療と介護の連携

施策 在宅医療・介護連携体制の推進

実現すべき状態

　在宅での療養を必要とする高齢者が、状態の変化に応じ、適切な医療や介護を受けられる体制が整備され
ています。また、在宅療養に関わる医療機関や訪問看護ステーション、介護サービス事業所、その他のサービス
提供者が連携して24時間365日切れ目ないサービスを提供することにより、安心して療養生活を送ることが
できます。

　退院後等在宅での療養が必要
となった場合に、病院と地域の
資源が連携し早期に必要なサー
ビスが提供されるよう、区の相
談窓口である在宅療養コーディ
ネーター（在宅療養相談窓口）や
地域包括支援センターが区民か
らの在宅療養の相談の受付や関
係機関の調整を行い、在宅療養
生活を支援します。

　在宅療養者の増加に対応する
ために、医療と介護の資源が有
効に活用できるよう、多職種の
連携推進を目的とした地域ケア
会議を継続し、医療介護情報連
携システム等の普及や多職種の
情報共有が効率的に行える体制
の整備を推進します。

地域包括ケア推進課

　医療介護情報連携システムの
登録事業者や支援グループ運用
が増加した。引き続き周知とシ
ステム利用支援に取り組む。

令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

②退院後等に円滑に在宅療養につなげるための相談体制の強化　（計画冊子ページ：P30）

自己評価： ○

地域包括ケア推進課

　相談を通して蓄積した地域の
在宅療養を支える医療や介護資
源情報を区民や関係機関に発信
する仕組みづくり。

所管

55.0%

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

データ出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査

実績把握頻度 計画策定前年（３年ごと）

主な取組

①多職種による連携の推進　（計画冊子ページ：P30）

43.0％
(令和２年度(2020年度))

47.8% 50.0%

自己評価：

・医療・介護従事者の代表が部会
委員を担う中野区地域包括ケア
推進会議在宅医療介護連携部会
を開催し、在宅療養に関する
様々な課題について検討、情報
共有を行った。
・医療・介護従事者に向けて医療
介護情報連携システムの周知と
利用の支援を行った。

取組内容

○

・在宅療養相談窓口にて在宅療
養コーディネーターが区民や医
療・介護従事者の在宅療養に関
する相談に対応し、退院時の支
援を行っている。
・地域包括支援センターと要支
援者台帳システムや医療介護情
報連携システムを活用して相談
者の情報を共有し連携して支援
を行っている。
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地域包括ケア推進課

　医療・介護従事者のニーズや受
講しやすい実施方法について継
続して検討する。　できるだけ多くの医療・介護従

事者が受講できるよう実施形態
を工夫した。医療介護情報連携
システム等の情報ツールを活用
し、研修等の情報提供を行った。

今後の課題

　療養病床入院患者の在宅医療
等への移行促進による新たな介
護サービスのニーズに対応する
ため、特別養護老人ホームや制
度改正で創設された介護医療院
といった介護施設での受け皿を
確保するとともに、訪問介護・訪
問看護等の在宅サービスの供給
については、第８期計画期間中
における必要量を計画的に見込
み、給付費に不足が生じないよ
う対応します。

介護･高齢者支援課

　要支援・要介護高齢者が安心
して在宅生活を送るために、在
宅療養支援診療所や定期巡回・
随時対応型訪問介護看護等の
24時間365日対応できる医療
や介護のサービス提供体制を推
進します。
　また、在宅療養者の容態急変
時等に対応するため、緊急一時
入院病床確保事業も継続しま
す。
　さらに、介護者に対する適切な
支援体制の確保のためにレスパ
イト機能の追加を検討します。

地域包括ケア推進課
介護･高齢者支援課

　公有地等を活用した誘導整備
を今後も進めていく。

自己評価： ○ 　定期巡回・随時対応型訪問介
護看護等といった、24時間
365日対応可能な医療や介護
のサービスの利用を促進するた
め、窓口での相談を通して区民
のニーズを把握するとともに、
中野区介護サービス事業所連絡
会等と連携して当該サービスの
周知に努めていく。

・在宅療養相談窓口にて在宅療
養支援診療所や訪問看護事業所
等のコーディネートを行い、２4
時間365日対応できる医療や
介護のサービス提供体制づくり
を支援した。
・在宅療養緊急一時入院病床確
保事業を実施し、在宅療養者の
容態急変時等に対応する体制を
継続した。

△

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

自己評価： ○

④２４時間３６５日の在宅医療・介護の提供体制の推進　（計画冊子ページ：P30）

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　将来的に増大するサービスの
需要に対応するため、医療・介護
従事者間のより効率的な連携が
必要になってくることから、多職
種が参加し、連携を深めること
に資する研修を開催します。

地域包括ケア推進課

　医療・介護従事者のニーズや受
講しやすい実施方法について継
続して検討する。　医療・介護従事者の代表が部

会委員を担う中野区地域包括ケ
ア推進会議在宅医療介護連携部
会にて関連する研修情報やニー
ズを収集し、研修内容を検討の
上、企画・実施している。

③在宅医療・介護人材の養成　（計画冊子ページ：P30）

自己評価： ○

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　医療・介護従事者に対し、研修
等の情報提供を積極的に行い、
参加を促進します。

　令和４（２０２２）年度中には、特
別養護老人ホームの新たな建設
の誘導や整備はなかったが、施
設サービスの受け皿としての在
宅サービスの供給について、給
付費に不足が生じないよう対応
した。

⑤介護施設・在宅サービス等の「新たな介護需要増」への対応　（計画冊子ページ：P31）

自己評価：
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・ACP（アドバンスケアプランニ
ング）普及啓発事業として、区民
向け講演会や区内医療・介護従
事者向け研修会を企画し実施し
た。
・ACP（アドバンスケアプランニ
ング）の標語を掲載した横断幕
やパネル展示を行い、普及啓発
に取り組んだ。

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

⑥区民が望む在宅療養生活の実現　（計画冊子ページ：P31）

　区民が看取りを望む場所とし
て、在宅での看取りを選択する
ことができるように、看取りの
対応ができる地域の医療・介護
資源の確保と、医療・介護従事
者が本人の意思を共有し連携が
行われる体制の整備を目指しま
す。

地域包括ケア推進課

　医療介護従事者に対し、看取り
に対応できる在宅療養支援診療
所等の情報提供を行う。また、
ACPの実践の知識や方法の普
及を促進を図る。

・在宅療養相談窓口にて看取り
に対応できる在宅療養支援診療
所や訪問看護事業所等のコー
ディネートを実施した。
・ACP（アドバンスケアプランニ
ング）普及啓発事業として、区内
医療・介護従事者向け研修会を
企画し実施した。

自己評価： ○

自己評価： ○

今後の課題

　医療・介護従事者の支援のも
と、区民が主体的に在宅療養生
活についてプランニングし、自ら
が望む在宅療養生活を実現でき
るようにＡＣＰ（アドバンスケアプ
ランニング）の普及啓発を行い
ます。 地域包括ケア推進課

　医療介護従事者に対し、ACP
の実践の知識や方法の普及を促
進を図る。
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計画進捗管理シート

2

2

計画名称 高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画

課題 在宅医療と介護の連携

施策 在宅療養に関する区民への啓発、理解促進

実現すべき状態

　在宅での療養を必要とする高齢者が、状態の変化に応じ、適切な医療や介護を受けられる体制が整備され
ています。また、在宅療養に関わる医療機関や訪問看護ステーション、介護サービス事業所、その他のサービス
提供者が連携して24時間365日切れ目ないサービスを提供することにより、安心して療養生活を送ることが
できます。

今後の課題

　在宅療養や在宅での看取り等
について、講演会、ホームペー
ジ、パンフレット等による情報提
供を推進します。
　ＡＣＰ（アドバンスケアプランニ
ング）に取り組み、区民が自らの
希望により尊厳を持った療養生
活を選択できることを目指しま
す。

地域包括ケア推進課

　在宅での看取りやそれに対応
する医療・介護サービスについ
ての周知が進んでいないため、
普及啓発が必要。

成果指標　長期療養が必要になった時自宅で過ごしたい人の割合

計画策定時 2022年度実績 ２０２３年度目標 2025年度目標

実績把握頻度 計画策定前年（３年ごと）

・在宅療養相談窓口にて看取り
に対応できる在宅療養支援診療
所や訪問看護事業所等のコー
ディネートを実施した。
・ACP（アドバンスケアプランニ
ング）普及啓発事業として、区内
医療・介護従事者向け研修会を
企画し実施した。

　医師会、歯科医師会、薬剤師会
の「かかりつけ紹介窓口」の活用
等、区民への啓発に努めます。

地域包括ケア推進課

　区民に訪問診療等に対応でき
るかかりつけ医等の周知が進ん
でいない。窓口の相談や在宅療
養ハンドブックの配布を通して
普及啓発を進める。

　中野区地域包括ケア推進会議
在宅医療介護連携部会企画編集
の在宅療養ハンドブックに「かか
りつけ紹介窓口」を掲載し、在宅
療養を検討している区民に配布
している。

自己評価： ○

主な取組

①在宅療養、在宅での看取り等についての区民への啓発　（計画冊子ページ：P32）

自己評価： ○

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

32.7％
(令和２年度(2020年度))

36.4% 40% 60%

データ出典 健康福祉に関する意識調査

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

②かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局の推進　（計画冊子ページ：P32）

- 11 -



計画進捗管理シート

3

1

計画名称 高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画

課題 認知症対策と虐待防止

施策 認知症とともに暮らすための地域支援体制の構築

成果指標１　認知症に関する相談窓口を知っている高齢者の割合

計画策定時 2022年度実績 ２０２３年度目標 2025年度目標

実現すべき状態

　認知症の人本人や家族が、生活上の困難が生じた場合であっても重症化を予防しつつ、周囲や地域の理解
と協力のもと、希望を持って、住み慣れた地域で尊厳が守られ、自分らしく暮らし続けることができています。
　認知症に対する正しい知識が普及され、地域住民をはじめ、医療・介護の関係機関による認知症の人本人や
家族、支援者への支援体制が整い、認知症の有無にかかわらず、通いの場や情報交換ができる身近な地域拠
点が整備され、認知症になってもできる限り地域で継続して生活できる環境がつくられています。
　高齢者の虐待に対しては、早期発見・早期対応のための環境づくりが進んでいます。
　また、高齢者の権利が保障され、介護をする家族の負担を軽減するためのサービスが周知されています。

データ出典 中野区資料

実績把握頻度 毎年度

主な取組

①認知症への理解促進と地域での対応力の向上　（計画冊子ページ：P35）

自己評価： ○　講演会や研修、展示等の実施
や「中野区版認知症ケアパス人
生１００年時代の備え！認知症
あんしんガイド」の発行（更新）に
より、認知症について区民や関
係機関の理解を更に促進すると
ともに、認知症について相談で
きる窓口の周知を進め、小さな
きっかけから、予防や受診につ
ながる可能性を広げていきま
す。

地域包括ケア推進課

　若年性認知症を含めた認知症
の相談先の周知が進んでいない
ため、継続して普及啓発に取り
組む。

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　区民・関係機関向けに「中野区
版認知症ケアパス（人生100年
時代の備え！認知症あんしんガ
イド）」を発行し、地域包括支援セ
ンターや区民活動センターに配
置した。定期的に認知症相談会
を実施し区民の相談機会の増加
に取り組んだ。

23.9%
(令和２年度(2020年度))

23.3% 30% 35%

１５か所
(令和元年度(2019年度))

17か所 ２０か所 ２５か所

データ出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査

実績把握頻度 計画策定前年（３年ごと）

成果指標２　オレンジカフェ等認知症の人本人や家族が集える場所の設置数

計画策定時 2022年度実績 202３年度目標 2025年度目標
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今後の課題

　軽度認知障害（ＭＣＩ）の段階で
早期に診断され、状態に応じた
適切な治療や支援が受けられる
よう、認知症検診をモデル実施
し、予防事業の利用促進や中野
区医師会の「認知症アドバイザー
医制度」を活用して、認知症の専
門医につなぐことのできる相
談・支援体制を充実していきま
す。

地域包括ケア推進課

　中野区もの忘れ検診事業検討
委員会を設置し、検診結果や検
診体制の分析・評価を行う。
また、検診の周知を工夫して更
なる受診率の向上を図る。

　中野区医師会認知症アドバイ
ザー医が検診実施医療機関とな
り中野区もの忘れ検診事業を実
施した。受診結果で認知症の疑
いのある人を専門医療機関につ
なぐ等、結果に応じた相談支援
を行った。

自己評価： ○

②認知症予防への取組　（計画冊子ページ：P35）

自己評価： ○

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　多くの研究から生活習慣病の
予防や社会参加による社会的孤
立の解消や役割の保持等に認知
症の発症を遅らせる可能性が示
唆されていることを踏まえ、正
しい理解に基づき、予防を含め
た認知症に備える取組が必要で
す。予防事業の充実と参加率の
向上を図ります。

地域包括ケア推進課

　軽度認知障害（MCI)の人に向
けた予防行動の勧奨が必要であ
る。介護予防講座の参加支援を
行う。

　地域包括支援センターと連携
して認知症予防教室を実施し、
認知症予防のための生活習慣や
社会参加の勧奨を行った。

　「認知症バリアフリー」を推進
し、認知症になっても安心して
暮らせる地域づくりを進めま
す。認知症サポーター、サポート
リーダーを養成し、オレンジカ
フェ、家族会、グループホーム等
で様々な活動が行われ、地域の
ネットワークが構築されるよう、
積極的な支援を行います。
　また、認知症の人が認知症に
なっても希望を持って住み慣れ
た地域で継続して暮らすことが
できる姿や自身の希望、必要と
していることを発信するための
支援を行います。

地域包括ケア推進課

・認知症の人本人の参加の促進
や声を発信する支援の取組を継
続する。
・地域でサポーター、サポート
リーダー活動するための機会の
確保や実践力の養成が必要であ
る。

・認知症への理解を促進するた
めに、世界アルツハイマーデーに
合わせ、認知症オレンジカフェ、
家族会等と連携しパネル展や個
別相談会を開催した。
・認知症サポーター養成講座、ス
テップアップ講座の位置づけ
で、認知症サポートリーダー養成
講座を実施した。また、認知症の
人本人が講師の講演会を開催し
た。

　認知症疾患医療センター等と
連携した事業を継続し、認知症
が疑われる区民に対し、すこや
か福祉センターに設置したアウ
トリーチチーム（地区担当）によ
る早期発見や認知症初期集中支
援チームによる対応を行いま
す。

地域包括ケア推進課

　困難事例の発見は近隣苦情で
あることも多く、アウトリーチ
チーム（地区担当）との情報共有
や近隣対応などより一層の連携
が求められる。

・認知症初期集中支援チーム事
業では、地域包括支援センター
やケアマネジャーと連携し、独居
認知症者等をサービスにつなげ
る取組を実施した。
・認知症疾患医療センターはアウ
トリーチ機能を活用して訪問し、
その後の受診につなげ、支援に
大きく貢献した。

③認知症の早期発見・早期対応への取組　（計画冊子ページ：P35）

自己評価： ○

自己評価： ○

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価
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自己評価： ○

自己評価： ○

　認知症疾患医療センター等専
門医や認知症初期集中支援チー
ム員会議を活用して、相談にあ
たる職員やケアマネジャー等介
護関係職員の認知症に関する対
応能力の向上を図ります。

地域包括ケア推進課

　複雑化・困難化した事例が増加
しており、チーム員会議の機会
を更に活用することが求められ
る。

・認知症疾患医療センターはアウ
トリーチ機能を活用しての訪問
やその後の診察を通じ、多職種
への助言を行った。
・医療介護従事者向けの研修を
共催で行った。

　成年後見制度を利用する原因
が認知症である割合が高い現状
があることから、権利擁護事業
を行う地域包括支援センターの
対応能力の向上を図るため、法
務等の支援を行います。 地域包括ケア推進課

○　医療・介護従事者の認知症対
応力向上のために研修を実施
し、「医療・介護関係者向け認知
症対応ガイドブック」を更新し発
行します。

地域包括ケア推進課

　「医療・介護関係者のための認
知症対応ガイドブック」の活用法
について、関係機関への周知に
取り組む。

・医療・介護関係者向けに研修会
や連絡会を実施した。
・「医療・介護関係者のための認
知症対応ガイドブック」の情報を
更新して発行し、関係機関に配
布、ホームページに掲載してい
る。

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　８か所の地域包括支援セン
ター間の事例の共有のため、事
例集を作成する。　東京三弁護士会による法務支

援事業で、地域包括支援セン
ターの日頃の業務での対応力向
上を図った。また、他センターの
事例や転入職員にも活用できる
よう、事例集をまとめた。

⑤認知症相談体制の強化　（計画冊子ページ：P36）

自己評価：

今後の課題

④地域での生活を支える介護サービス等の充実　（計画冊子ページ：P36）

自己評価： ○　小規模多機能型居宅介護、定
期巡回・随時対応型訪問介護看
護、認知症高齢者グループホー
ム等、地域密着型サービスを中
心として、認知症高齢者が地域
での生活を継続していくために
必要なサービスを拡充します。
　また、介護サービスを補完する
法外サービスにより、徘徊高齢
者やその家族が地域で安心して
暮らしていくことを支援します。

介護･高齢者支援課

・引き続き地域密着型サービス
等を行う事業者の公募を行い、
第９期介護保険事業計画の策定
に向けて、必要なサービスを提
供できる体制を整えていく。
・認知症高齢者等個人賠償責任
保険事業や徘徊高齢者探索サー
ビスは、一定のニーズがあり、今
後も事業の周知等に努めてい
く。

・直近では、令和４（２０２２）年１
１月に認知症高齢者グループ
ホームが開設された。
・徘徊高齢者やその家族が、地域
で安心して生活できるよう、必
要なサービスを実施している。
・認知症高齢者等個人賠償責任
保険加入者数：113人（令和5
（２０２3）年３月末現在）
・徘徊高齢者探索サービス加入
者数：28人（令和5（２０２3）年
３月末現在）

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価
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⑥認知症の人本人や家族、支援者等への支援や居場所づくり　（計画冊子ページ：P36）

　認知症の人やその家族、支援
者が交流・相談できる地域拠点
として認知症地域支援推進事業
を区内4ヶ所で開始した。

取組内容 所管

　若年性認知症の人の特性等に
ついて区民の理解を深めるよう
啓発活動を行います。
　また、若年性認知症専門の相
談窓口を設置し、相談支援を行
うとともに事例を蓄積し、ニー
ズに対応した支援体制や施策
（サービス）の構築につなげま
す。

地域包括ケア推進課

　若年性認知症相談窓口の相談
件数が増加している。今後も継
続して相談先の周知や理解の促
進に取り組む。

・若年性認知症相談窓口にて相
談支援を関係機関と連携し行っ
た。
・地域の医療・介護従事者を対象
に研修を行い、支援方法につい
ての検討や情報共有を行った。

令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　認知症やその対応方法につい
て家族が正しい知識を持つこと
で介護の負担軽減を目的に講習
会や家族介護教室を継続しま
す。

地域包括ケア推進課

　働く世代が相談できる機会の
確保や認知症に関する情報発信
の工夫が必要。　認知症講習会や定期的な個別

相談会を開催し、認知症の対応
方法について情報提供し、家族
の介護負担の軽減を図った。

自己評価： ○

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

自己評価： ○

自己評価： ○

⑦若年性認知症への取組　（計画冊子ページ：P36）

　地域において認知症の人本人
や家族、支援者が孤立をしない
ために認知症の人本人や家族、
支援者が通うことができ、専門
的な相談ができたり、気軽に情
報交換ができる身近な地域拠点
を整備し運営の支援を行いま
す。

地域包括ケア推進課

　認知症地域支援事業の周知と
地域での定着を図るとともに参
加支援の仕組みづくり。
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計画進捗管理シート

3

2

計画名称 高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画

課題 認知症対策と虐待防止

施策 高齢者の虐待防止

成果指標　養介護施設従事者等の高齢者虐待の研修実施と事業所参加率

計画策定時 2022年度実績 ２０２３年度目標 2025年度目標

データ出典 中野区資料

実績把握頻度 毎年

主な取組

①虐待防止のための啓発・広報活動　（計画冊子ページ：P37）

自己評価： ○

実現すべき状態

　認知症の人本人や家族が、生活上の困難が生じた場合であっても重症化を予防しつつ、周囲や地域の理解
と協力のもと、希望を持って、住み慣れた地域で尊厳が守られ、自分らしく暮らし続けることができています。
　認知症に対する正しい知識が普及され、地域住民をはじめ、医療・介護の関係機関による認知症の人本人や
家族、支援者への支援体制が整い、認知症の有無にかかわらず、通いの場や情報交換ができる身近な地域拠
点が整備され、認知症になってもできる限り地域で継続して生活できる環境がつくられています。
　高齢者の虐待に対しては、早期発見・早期対応のための環境づくりが進んでいます。
　また、高齢者の権利が保障され、介護をする家族の負担を軽減するためのサービスが周知されています。

81％
(平成３０年度(２０１８年度))

研修実施　2回
事業所の参加率　１４．２％

85% 85%

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　どのようなことが虐待にあた
るのか等、虐待に関する知識や
成年後見制度の普及を促すた
め、パンフレットやポスター等の
作成・配布、講演会の開催等、高
齢者の人権を擁護するために必
要な広報活動を強化します。
　また、高齢者虐待に関する区
民等からの相談受付や通報先と
して位置づけている地域包括支
援センターを積極的に周知して
いきます。

福祉推進課

　２月、３月の講演会とも会場と
Zoom開催のハイブリッド形式
で実施した。今後も多くの方が
参加しやすいZoom形式等での
双方向の開催方法を定着させて
いく。

・人権パネル展として中野駅
ガード下ギャラリーで高齢者虐
待の啓発パネルを展示した。
（１２月3日～8日）。
・以下２つの講演会を障害福祉
課と共催し実施した。
｢障害者・高齢者への虐待はなぜ
起きるのか」（２月２１日）
講師は淑徳大学　山口光治教
授。
「成年後見制度で高齢者・障害者
の権利はどこまで守られるの
か」（３月６日）
講師は三森敏明弁護士。
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②関係機関との連携強化　（計画冊子ページ：P37）

自己評価： ○

③高齢者虐待対応マニュアルの周知　（計画冊子ページ：P37）

自己評価： ○

所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題取組内容

④緊急一時宿泊事業の実施　（計画冊子ページ：P37）

自己評価： ○

所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

取組内容 今後の課題

　家族の入院等で介護者が急に
介護できなくなった場合や高齢
者虐待等で在宅生活の継続が困
難になった場合等に利用できる
よう、特別養護老人ホーム等の
受入れ委託施設を確保し利用促
進に努めます。 福祉推進課

・令和5年度(２０２３年度)は、特
別養護老人ホーム等の空きベッ
ド利用の他、有料老人ホームの
借り上げベッド１床を確保した。
また、ケース内容によっては区
が利用料を負担するなど大幅な
変更を行った。
・この体制でニーズに対応でき
るのかチェックしていく必要が
ある。

・利用者数の伸びに合わせ、補
正予算を組み、必要な高齢者が
確実に利用できるように取り組
んだ。また、今後に向けて、借り
上げベッドを１床確保できるよ
うに老人ホームと交渉を行っ
た。

　潜在的な虐待の防止や見守
り、発見時の迅速で適切な対応
を行うため、地域包括支援セン
ター職員やケアマネジャー等関
係機関職員、専門家（弁護士、精
神科医等）を含めた専門ケース
会議を定期的に開催し、連携を
強化します。
　さらに、弁護士による地域包
括支援センター法務支援事業を
行い専門職との連携を強化しま
す。

福祉推進課

　専門ケース会議においても会
場とZoom開催のハイブリット
が実施できた。今後は、これが定
着して実施できるようにしてい
く。

・高齢者支援専門ケース会議を
６月２４日、７月２６日、８月３０
日、９月１６日、１月１２日の計５
回実施した。
・虐待対応で援助者が疲弊して
いくことを防ぐため、「援助者の
ための援助」と題した講演会を
実施した（10月24日）。講師は
山梨県立大学　山中達也准教
授。

　虐待発見時の連絡体制や虐待
相談・通報があった場合の対応、
介護関係者が関与すべき範囲、
困難事例への対応方法、個人情
報の保護等、虐待に対する対
応、連携体制等を内容とした中
野区高齢者虐待対応マニュアル
（第３版）の周知に努めます。

福祉推進課

　引き続き、個別ケース会議等
でマニュアルを配布するなど、事
業者やケアマネージャーに周知
をしていく。

・地域包括支援センター新規配
属職員への区の体制の説明及び
高齢者虐待対応マニュアルの配
布を行った。
・虐待に関する個別支援ケース
会議の際等に、希望する事業者
への高齢者虐待対応マニュアル
の配布を行った。
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⑤介護ストレス解消のための相談対応や家族同士の交流の充実　（計画冊子ページ：P38）

自己評価： ○

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　専門的な相談対応や家族同士
の交流を通じて家族の介護スト
レスを解消するため、家族介護
教室を実施します。

すこやか福祉センター

　引き続き新型コロナウイルス
感染症等の感染予防に配慮しな
がら、効果的なプログラムを実
施していく。

　介護に係る専門職による講座
やグループ懇談会を、区内社会
福祉法人等に委託して実施し
た。

自己評価： ○　地域において認知症の人本人
や家族、支援者が孤立しないた
めに認知症の人本人や家族、支
援者が通うことができ、相談や
情報交換ができるオレンジカ
フェ等の身近な地域拠点を整備
し、運営の支援を行います。

地域包括ケア推進課

・認知症地域支援事業やオレン
ジカフェの参加支援の体制づく
りが必要。・区内１６か所の認知症オレンジ

カフェの活動場所の確保や運営
の支援を行った。
・認知症の人やその家族、支援者
が交流・相談できる地域拠点の
整備を含む「認知症地域支援推
進事業」を区内4ヶ所で開始し
た。

- 18 -



計画進捗管理シート

4

1

計画名称 高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画

課題 いつまでも安心して暮らし続けていけるための基盤整備

施策 在宅生活を支援するサービスの充実

実現すべき状態
　在宅での介護を必要とする高齢者が、身近な地域にあるサービスを利用して、安心して住み慣れた地域で暮
らしています。また、生活スタイルに合わせた住宅が整備されています。
　在宅での生活が困難になったときに、専門的なケアや訓練を行える入所型施設が十分に整備されています。

成果指標　要介護認定者に対する居宅サービス利用者の割合

計画策定時 202１年度実績 ２０２３年度目標 2025年度目標

主な取組

①一人暮らし高齢者等への支援　（計画冊子ページ：P41）

自己評価： ○

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

②地域密着型サービス拠点の整備　（計画冊子ページ：P41）

自己評価： △　区内の日常生活圏域ごとに、
地域密着型サービスのうち小規
模多機能型居宅介護、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護を
提供するサービス拠点を誘導整
備します。

介護･高齢者支援課

　第９期介護保険事業計画に向
けて、地域密着型サービスの種
別ごとのニーズを把握し、必要
なサービスを提供できるよう対
応していく。

・小規模多機能型居宅介護、定
期巡回・随時対応型訪問介護看
護を提供するサービス拠点を誘
導整備するため、事業者の公募
を行った。
・看護小規模多機能型居宅介護
を提供する事業者の応募はあっ
たが、整備誘導には至らなかっ
た。

58.3％
(令和元年度(２０１９年度))

57.4% 64.0% 68.0%

データ出典 中野区資料

実績把握頻度 毎年

 ・民生児童委員による高齢者訪
問調査を実施し、対象者の実態
を把握し、調査結果を基に323
人を必要な支援につなげた。
・見守り協定事業者懇談会では、
新たに民生児童委員がオブザー
バーとして加わり、事業者間及
び区との情報交換を行った。
・町会・自治会、民生委員、消防・
警察に見守り対象者名簿を提供
し、見守り活動を活性化した。

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　一人暮らしや身寄りのいない
高齢者等が地域で安心して生活
するため、民生児童委員による
高齢者訪問調査や社会福祉協議
会が行う「あんしんサポート」、地
域団体が行う見守り活動、地域
包括支援センター、アウトリーチ
チーム（地区担当）等複数の関係
機関が連携し、相談、支援、見守
りを行う体制をつくります。

地域活動推進課

　見守り活動をより活性化して
いくために、区、地域団体、事業
者、関係機関等の一層の連携強
化に向けた体制構築を、引き続
き推進する必要がある。
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　令和４（２０２２）年度中に、新た
な特別養護老人ホームは整備さ
れなかったため、特養に併設さ
れるショートステイ施設に変動は
なかった。

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

③要介護高齢者等に対するショートステイの充実　（計画冊子ページ：P42）

自己評価： △　区内の特別養護老人ホームに
併設されているショートステイ
（短期入所）施設のベッド数に加
え、新規に整備誘導する特別養
護老人ホームには定員の１割以
上のショートステイの整備誘導
を図り、ショートステイのベッド
数を充実します。確保したベッド
はショートステイのほか、家庭内
の事情や災害等により在宅での
生活が困難な方に対する緊急時
の一時宿泊事業にも活用しま
す。

介護･高齢者支援課

　公有地等を活用した誘導整備
を今後も進めていく。
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計画進捗管理シート

4

2

３３９人
(令和２年度(２０２０年度))

375人 ４１１人 ４４７人

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

データ出典

計画名称 高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画

課題 いつまでも安心して暮らし続けていけるための基盤整備

施策 住み慣れた地域で暮らし続けるための住まいの確保

実現すべき状態
　在宅での介護を必要とする高齢者が、身近な地域にあるサービスを利用して、安心して住み慣れた地域で暮
らしています。また、生活スタイルに合わせた住宅が整備されています。
　在宅での生活が困難になったときに、専門的なケアや訓練を行える入所型施設が十分に整備されています。

成果指標　認知症高齢者グループホームの定員

計画策定時 2022年度実績 ２０２３年度目標 2025年度目標

　真に住宅に困窮している世帯
が入居できるよう、区営住宅と
福祉住宅を適切に運営します。

住宅課

　将来にわたり区営住宅と福祉
住宅を有効に活用していくため
に、計画的に修繕を実施してい
く必要がある。

　住宅に困窮している所得が一
定基準以下の住宅確保要配慮者
が入居できるよう、指定管理制
度を活用しながら適切な運営を
行った。

自己評価： ○

自己評価： ○

自己評価：

中野区資料

実績把握頻度 毎年

主な取組

①高齢者のための住宅の確保　（計画冊子ページ：P43）

　緊急通報システムの導入強化
や地域における見守り体制の充
実により家主の持つ高齢者等の
入居への不安感を取り除くとと
もに、中野区社会福祉協議会が
行っている「あんしんサポート」
の周知や、住まい探しの相談窓
口の役割を担うＮＰＯ法人等へ
の支援を行い、スムーズな入居
を支援する仕組みづくりを行い
ます。

住宅課

　引き続き、家主等に対する入
居支援事業や居住支援に関する
取り組みの周知、居住支援協議
会を中心とした連携の強化と相
談支援体制の推進が必要であ
る。

　居住支援協議会と連携し、入
居支援事業や居住支援の取り組
みの周知啓発を行うとともに、
相談者の個別の課題に応じて、
関係部署や居住支援団体、不動
産団体と連携し、相談支援を
行った。

　行政（住宅部門、福祉部門）、不
動産関係団体、居住支援団体等
が連携し一体となった居住支援
協議会の効果的な事業運営によ
り、生活支援が必要な高齢者と
受け入れ先の賃貸人の双方に対
し、入居時から退去時まで切れ
目のない適切な支援を行いま
す。

住宅課

　引き続き、居住支援協議会の
運営支援により、各窓口、団体相
互の理解促進と課題認識の共有
を図るとともに、住宅確保要配
慮者及び貸主の双方に対する情
報発信を強化する必要がある。

・居住支援協議会の運営を支援
し、事業運営部会や勉強会、セミ
ナーが開催され、構成団体で取
り組みの検討や事例研究、地域
等に対する居住支援の普及啓発
が行われた。
・セーフティネット専用住宅の改
修費補助事業を開始し、家主等
に対する補助事業や支援体制と
合わせたセーフティネット住宅
制度の普及啓発を行った。

○
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取組内容 所管

③都市型軽費老人ホームの誘導整備　（計画冊子ページ：P44）

自己評価： △

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　自立した生活が難しい低所得
の高齢者に対し、安定した住ま
いを提供するため、都市型軽費
老人ホームを整備します。

介護･高齢者支援課

　公有地等を活用した誘導整備
を今後も進めていく。

・直近では、令和２（２０２０）年４
月に、都市型軽費老人ホームが
開設されている。
・施設サービスの受け皿として
の在宅サービスの供給に努めて
いる。

所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　介護付有料老人ホームやケア
ハウス等の入居者が受ける特定
施設入居者生活介護について
は、一定程度充足していると判
断しています。今後も、東京都が
示す区西部圏域の整備目標数の
範囲で、優良なサービスの質と
量が確保できるよう努めます。

介護･高齢者支援課

　東京都が示す区西部圏域の整
備目標数について、常にホーム
ページ等で状況を把握するとと
もに、優良なサービスの質と量
の確保に努めている。

②認知症高齢者グループホームの誘導整備　（計画冊子ページ：P43）

取組内容 所管

④特定施設入居者生活介護の誘導　（計画冊子ページ：P44）

自己評価： ○

今後の課題

　令和4（２０２２）年度中に介護
付有料老人ホームが新たに1か
所開設された。

　区は都と連携を図りながら、住
宅型有料老人ホームやサービス
付き高齢者向け住宅の区内の開
設状況を踏まえ、適切なサービ
ス基盤整備を進めていきます。
　また、施設内で介護サービスが
利用できるように、住宅型有料
老人ホームから介護付有料老人
ホームへの指定支援を行ってい
きます。

介護･高齢者支援課

　住宅型有料老人ホーム等の運
営事業者との連携を図り、必要
な情報の提供や現場の課題の共
有に努めていく。

　認知症高齢者が身近な地域で
安心して在宅生活を送るため
に、認知症高齢者グループホー
ムについて、日常生活圏域ごと
に必要とされるサービス量を見
込み、生活圏域ごとにバランス
よく整備できるよう事業者の誘
導を行います。

介護･高齢者支援課

　今後も地域密着型サービス等
を行う事業者の公募を行い、第
９期介護保険事業計画の策定に
向けて、必要なサービスを提供
できる体制を整えていく。

・直近では、令和４（２０２２）年１
１月に認知症高齢者グループ
ホームが開設されているが、整
備目標に達していないため。
・徘徊高齢者やその家族が、地域
で安心して生活できるよう、必
要なサービスを実施している。

自己評価： △

令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

⑤住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の整備にかかる都区連携　（計画冊子ページ：P44）

自己評価： ○

取組内容

令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　引き続き都の動向を踏まえ、
密接な連携を図りながら優良な
サービスの質と量の確保に努め
ていく。
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計画進捗管理シート

4

3

計画名称 高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画

課題 いつまでも安心して暮らし続けていけるための基盤整備

施策 入所型施設の整備促進

実現すべき状態
　在宅での介護を必要とする高齢者が、身近な地域にあるサービスを利用して、安心して住み慣れた地域で暮
らしています。また、生活スタイルに合わせた住宅が整備されています。
　在宅での生活が困難になったときに、専門的なケアや訓練を行える入所型施設が十分に整備されています。

　第９期介護保険事業計画の策
定に向けて、施設サービスの
ニーズを把握し、必要な誘導整
備に努めていく。

成果指標　介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の施設整備率

計画策定時 2022年度実績 ２０２３年度目標 2025年度目標

7.9%

データ出典 中野区資料

令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

自己評価： △

取組内容 所管

６.９％
(令和元年度(２０１９年度))

6.9% 7.4%

　介護老人福祉施設について
は、令和３年度(2021年度)か
ら令和５年度(2023年度)には
開設できる予定がないため、令
和７年(2025年)までの高齢者
人口の増加や一人暮らし高齢者
の増加の見込みを踏まえて、在
宅での介護が困難となったとき
の入所施設として、地域密着型
介護老人福祉施設も含め区内で
100名定員の介護老人福祉施
設の誘導整備を目指します。

介護･高齢者支援課

実績把握頻度 毎年

　開設の意向のある事業者があ
れば、支援を行う体制は整って
いるが実際の応募はなかった。

令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

③介護医療院の誘導整備　（計画冊子ページ：P46）

自己評価： ○

介護･高齢者支援課

　令和４（２０２２）年度中には、特
別養護老人ホームの新たな建設
の誘導や整備はなかったが、既
存の施設や他自治体の施設の利
用により、施設サービスの供給
量は増加している。

　ここ数年は介護療養病床１か
所で役割を担ってきましたの
で、第８期の整備目標は設定し
ませんが、将来的には医療的な
ケアを必要とする利用者の増加
が見込まれるため、開設の意向
がある事業者があれば、調整を
行っていきます。

介護･高齢者支援課

　今後も、開設の意向がある事
業者があれば、必要な情報の提
供や関連部署との調整等を進め
ていく。

取組内容

主な取組

①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の整備　（計画冊子ページ：P45）

所管

②介護老人保健施設の整備　（計画冊子ページ：P45）

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　令和元年(2019年)７月、区内
に２か所目の介護老人保健施設
（定員64人）が開設されました。
区の北部と南部に１か所ずつ整
備できたため、当面は整備を見
送ります。
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計画進捗管理シート

4

4

計画名称 高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画

課題 いつまでも安心して暮らし続けていけるための基盤整備

施策 災害や感染症等の発生に備えた体制整備

実現すべき状態
　在宅での介護を必要とする高齢者が、身近な地域にあるサービスを利用して、安心して住み慣れた地域で暮
らしています。また、生活スタイルに合わせた住宅が整備されています。
　在宅での生活が困難になったときに、専門的なケアや訓練を行える入所型施設が十分に整備されています。

データ出典 中野区資料

実績把握頻度 毎年

　「災害時個別避難支援計画書」
の作成支援を行います。本人と
支援者があらかじめ災害時の避
難行動を確認しておくことで、
発災時の的確な避難行動に備え
ています。名簿には計画書から
避難行動に必要となる情報も記
載しており、有効に活用してい
きます。

地域活動推進課

　支援者のいない要支援者に対
する支援をより具体化させるた
め、関係各課及び関係機関と支
援の方策について整理していく
必要がある。

・「災害時個別避難支援計画書」
の作成を進め、3,366件の計画
書が新たに作成された（令和5
（２０２3）年３月末現在）。
・避難行動要支援者名簿の更新
を行った。

自己評価： ○

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

主な取組

①災害時の避難に支援を要する区民への支援策と福祉避難所等の整備　（計画冊子ページ：P47）

自己評価： ○

②感染症発生時等への対応のための事業継続支援　（計画冊子ページ：P47）

　避難所に避難した被災者のう
ち、避難所生活を継続すること
が困難になった高齢者等につい
ては、区内の高齢者施設等15か
所を高齢者対象の福祉避難所と
して指定し、救援、救護活動を行
うこととしています。今後も、特
養等の施設整備に合わせて福祉
避難所の拡充を図っていきま
す。

防災危機管理課

　引き続き更なる福祉避難所の
拡充を図っていくことや新たな
福祉避難所の確保に努めるとと
もに、「災害時における協力体制
にかかる協定」の締結団体を増
やしていく。

　新たな福祉避難所を２０か所
から増やすことはできなかった
が、施設利用者の安否確認や避
難所等での介護サービスの提供
等の応急対策活動を実施する
「災害時における協力体制にか
かる協定」を７団体と締結した。

83.3％
(令和元年度(2019年度))

91.6% 91.6% 100%

成果指標　福祉避難所（高齢者対象施設）に指定されている介護老人福祉施設の割合

計画策定時 202１年度実績 ２０２３年度目標 2025年度目標

　新型コロナウイルス等の感染
防止対策には通常よりも多くの
経費がかかるため、事業所に対
して区独自の補助金を支給した
り、国や都の協力も受けながら
マスク等の衛生物品の優先供給
を行ってきました。今後も、物品
の配布等、事業継続に必要な支
援を行います。

介護･高齢者支援課

　国等の行う事業の動向を踏ま
え、事業者へ迅速で正確な情報
提供に努めていく。　国や都の協力を得ながら、マス

ク等の衛生物品の配布等を継続
した。

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

自己評価： ○
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計画進捗管理シート

5

1

計画名称 高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画

課題 介護保険制度の適正な運営

施策 介護保険制度の適正な運営

成果指標　ケアプランに不満がない人の割合

計画策定時 2022年度実績 ２０２３年度目標 2025年度目標

データ出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査

実績把握頻度 計画策定前年（３年ごと）

主な取組

①介護保険制度・介護サービス事業所の周知　（計画冊子ページ：P51）

自己評価： ○

53.4％
(令和２年度(２０２０年度))

55.7% 56.4% 59.4%

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

実現すべき状態

　地域包括支援センターやケアマネジャーが作成するケアプランにおいて、心身機能だけでなく、活動、参加の
視点を取り入れるとともに、支援内容の適正化が図られ、対象者は、それに基づいた支援を受け、人としての
尊厳を持って家庭や地域でその人らしい生活を送っています。
　また、認知症をはじめとして介護が必要となった場合や、重度化して医療行為が必要となった場合でも、地
域の資源や、介護と医療の連携によるサービスが、家族や要介護者への十分なアセスメントのもとで提供でき
る体制が整っています。
　サービス利用者は、すこやか福祉センターと地域包括支援センターを中核として、困ったときにはいつでも
相談できる相談支援体制が整えられています。
　サービス利用者は、提供されるサービスの内容や契約事項に関する情報、事業者の事業運営状況等の情報
がわかりやすい形で入手できるとともに、サービス評価制度、苦情解決の仕組みにより、自分にあった健康福
祉サービスを自ら選択し、利用しています。
　介護保険法に基づく介護サービスや公的なサービス提供の担い手である民間サービス事業者は、適正な競
争により、個々の利用者のニーズにあった良質なサービスを提供しています。
　介護サービス事業所には、職歴の長いベテラン職員だけでなく様々な年代の職員がバランスよく配置され、
キャリアや職層に応じた処遇となっています。
　介護職場における文書負担が軽減されるとともに、仕事のやりがいを感じられる職場となっており、介護
サービス事業所のサービスが質・量ともに向上しています。

　多様化する介護サービスの利
用に向けて、必要なサービスの
選択ができるよう、十分な情報
の提供を行っていきます。地域
の活動団体に対し介護保険制度
の説明を行ったり、事業者の協
力を得て行っている「介護の日」
イベント等を通じて、制度周知に
努めるとともに、事業所と一般
区民との交流等によって気軽に
介護保険の情報や知識を得られ
る機会の提供等の取組も引き続
き実施します。
　また、介護職場や事業所の取
組を区民に身近に感じてもらう
ために、中野区介護サービス事
業所連絡会と協働して、パンフ
レットを作成し、広く周知を図る
等の取組を行うとともに、介護
サービス事業所の就労者の確保
を支援するため、介護事業の理
解を図る取組を支援します。

介護･高齢者支援課

　今後も、介護保険制度の周知
や介護サービス事業所の就労者
の確保を支援していく必要があ
る。

・「介護の日」に、中野区介護サー
ビス事業所連絡会と協力して、
パネル展示や介護の仕事の魅力
を発信する映像の上映等を行っ
た。また、ケアマネジャーによる
介護に関する相談受付を実施
し、介護保険制度の周知に努め
た。
・介護サービス事業所の就労者
の確保、介護事業の理解を図る
こと等を目的としたウェブサイト
の運営への支援を行った。
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　保険料の確実な徴収に向け
て、令和４（２０２２）年９月より、
新たにWEB口座振替受付サー
ビスを導入し、口座振替の勧奨
を強化した。

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

・今後も、口座振替加入の促進、
キャッシュレス決済の周知を進
めていく。
・第９期介護保険事業計画の策
定に向け、給付費の増加を考慮
しながら、低所得者層にも配慮
した、保険料率等の検討を進め
る必要がある。

今後の課題

　利用者が、安心して介護サービ
ス事業所を利用し、適正なサー
ビスを受けられるよう、利用者
の声を受け止め、指導及び啓発
に反映させていく。

自己評価： ○

②安定した制度運営のための取組　（計画冊子ページ：P51）

自己評価： ○

③医療を含む多職種、事業者間での連携促進　（計画冊子ページ：P51）

自己評価： ○

　長期的に安定した介護保険制
度とするため、「みんなで支え
る」視点での周知や介護保険料
の確実な徴収に努めていきま
す。
　また、保険料の改定において
は、低所得者層に配慮し、より応
能的な負担となるような保険料
率・段階の設定を行います。

介護･高齢者支援課

・医療・介護従事者の代表が部会
委員を担う中野区地域包括ケア
推進会議在宅医療介護連携部会
を開催し、在宅療養に関する
様々な課題について検討、情報
共有を行った。
・医療・介護従事者に向けて医療
介護情報連携システムの周知と
利用の支援を行った。

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

　事故報告については、事故内
容・原因・改善策を分析し、介護
サービス事業所に対する集団指
導等の場で留意事項として周知
する等、事故情報の共有化を図
ることにより同種の事故の再発
防止を図ります。重大な事故に
ついては、迅速な対応により利
用者の安全確保及び再発防止を
進めていきます。

介護･高齢者支援課

　提出された事故報告書の内容
の分析を行い、集団指導の場を
活用して情報を共有し、再発防
止に努めた。

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

④苦情への対応・事故報告の活用　（計画冊子ページ：P52）

自己評価： ○

　中野区介護サービス事業所連
絡会等への支援を引き続き行っ
ていくとともに、医療関係職種
との連携を促進するために、現
場で医療系サービスを行う専門
職による研修や報告会等を通
じ、現場での医療ケアと介護
サービスの連携を推進します。

地域包括ケア推進課

医療介護情報連携システムの登
録事業者や支援グループ運用が
増加した。引き続き周知とシス
テム利用支援に取り組む。

　サービス利用者から介護サー
ビス事業所に対する苦情につい
ては、「利用者権利」という側面
及び「適切なサービス提供が行
われているか」という側面を
チェックすることができる重要
なものです。この認識を更に徹
底して周知していくとともに、苦
情をしっかり受け止め、適正な
サービス提供とその質の向上に
活用していくよう、介護サービス
事業所に対し、引き続き啓発及
び指導を行います。

介護･高齢者支援課

　利用者が、安心して介護サービ
ス事業所を利用し、適正なサー
ビスを受けられるよう、利用者
の声を受け止め、指導及び啓発
に反映させていく。

・苦情等に対しては、利用者の立
場に立った傾聴を心掛けた。
・中立的な立場で事実確認を行
うことで、介護サービス事業所
に対して、適切な指導を行うよ
う努めた。
・集団指導の場を活用して、課題
解決へのヒントとなる事例を紹
介し、同様のトラブルが発生しな
いよう、啓発を行っている。
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自己評価： ○

自己評価： ○
イ　ケアプラン点検
・ケアプラン質の向上検討会を地域包括
支援センターの圏域ごとに実施します。
提供事例のケアプランからアセスメント
における気づきを促し、自立支援のケア
マネジメント実践に活かす学びの場であ
り、各圏域内の居宅介護支援事業所に
対して、検討会への参加及び検討結果
の周知を行うことで、検討内容の共有化
を図ります。
・ケアプラン点検における「点検テーマ」
を設定し、事業計画３年間で区内全居宅
介護支援事業所の点検ができるよう計
画し実施します。

介護･高齢者支援課

　令和３年度～令和５年度で区
内全居宅介護支援事業所のケア
プラン点検ができるよう計画的
に実施していく。

今後の課題

⑥（介護予防）ケアマネジメントの質の向上　（計画冊子ページ：P52）

自己評価： ○

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

⑦介護給付費の適正化　（計画冊子ページ：P52）

　高齢者が要介護状態となるこ
と及び要支援・要介護状態から
の悪化を防止することにより、
高齢者自身が地域において自立
した日常生活を送れるよう、関
係機関等と連携し、中野区のケ
アマネジメントの基本指針に基
づき、ケアマネジメントの質の向
上を図っていきます。

介護･高齢者支援課

・ケアプラン質の向上検討会を
中野区介護サービス事業所連絡
会や地域包括支援センターと協
働で開催（年8回）するととも
に、検討会の進行等を見直した。
・ケアマネジャーとの面談による
ケアプラン点検を年間１７件実
施した。

⑤高齢者の相談支援窓口の充実　（計画冊子ページ：P52）

自己評価： ○

・地域包括支援センターは開設
時間における窓口・電話・訪問に
よる相談対応と、24時間電話受
付による緊急の相談対応を行っ
ている。
・地域に応じたサービスの展開
に加え、多職種向け研修を実施
するほか、地域のケアマネジャー
からの相談に応じる等、対応能
力向上に努めている。

ア　要介護認定の適正化
・業務分析データ等を活用して、状況を
把握します。
・業務分析データ等を活用して、東京都
や全国に対する区の介護認定調査の傾
向を把握し、適正に介護認定調査が行
われているか確認します。その結果を受
け、個別指導や研修等によって調査の一
層の適正化を図ります。
・基準に則った審査が行われるよう、事
務局内の情報共有を図るとともに、審
査判定結果の点検や区の介護審査内容
に関する傾向を分析し、審査会議長の会
を通じて研修を行うことで、審査会ごと
に差の生じない介護認定審査を行いま
す。

介護･高齢者支援課

　認定調査員及び審査会委員の
知識やノウハウの向上に向けた
研修をさらに充実させていく必
要がある。

・業務分析データ等を活用した
状況の把握や、東京都や全国と
の比較により、区の介護認定調
査が、適正に行われているかを
点検した。
・東京都開催の審査会委員向け
研修を審査委員あて周知して参
加を促し、知識の均一化を図っ
た。

　高齢者自身が地域において自
立した日常生活を送れるよう、
ケアマネジメントに必要な地域
資源やインフォーマルサービス
等の情報を収集し、きめ細かな
サービスが提供される体制を整
備していく必要がある。

　居宅介護支援事業所の集団指
導等において、ケアマネジメント
の基本方針を周知したほか、区
のＨＰやけあプロ・naviでも広く
周知を行った。

取組内容 所管

　区内８か所の地域包括支援セ
ンターは、高齢者が安心して自
立生活を送ることができるよ
う、24時間365日の相談支援
サービスを提供しています。
　身近な地域の相談先で、地域
資源を活用したサービスや高齢
者向けサービス、介護保険制度
の情報等を得られやすくし、高
齢者の自立をバックアップしま
す。特に、多職種向けの研修等
を通じて、認知症高齢者及び在
宅療養者に対する対応能力の向
上を図ります。

地域包括ケア推進課

　独居等キーパーソンが不在で
あったり、攻撃性がある等困難
な事例が増加しており、多職種
が一層連携しての相談支援対応
が引き続き求められる。
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自己評価： ○

自己評価： ○

エ　縦覧点検・医療情報との突合
・介護事業者から請求されている内容に
ついて、縦覧点検（算定回数、重複請求、
計画費等）を行うほか、医療情報突合リ
ストに保険者が点検するものがないか
定期的に確認します。請求に誤りがあれ
ば事業所に過誤申立て等するよう通知
するとともに、必要に応じて事業者への
指導を行います。

介護･高齢者支援課

　過誤申立てを通知した後の請
求事務が適正に処理されている
かを確認する。・縦覧点検（算定回数、重複請

求、計画費、入退所を繰り返す
受給者、軽度者福祉用具貸与）
及び医療情報突合の点検を行っ
た。
・請求誤りがある場合には事業
者に対して通知を行った。

オ　介護給付費通知
・通知内容や発送回数及び時期を工夫し
て、わかりやすい介護給付費通知を送付
します。また、介護保険システムで作成
することで、作業効率を高めて実施しま
す。
・受給者へ確実に周知されるよう、介護
保険だより等、他の通知や広報媒体と
同封して送付する等、周知方法を工夫し
ます。

介護･高齢者支援課

　今後も効率的な事務処理方法
を検討していく。ただし、給付と
関係のない他の通知書や広報媒
体を無秩序に同封することは、
受給者等の混乱を招く恐れもあ
ることから、現行方式が浸透す
るまで必要最小限に留める。

　平成30（2018）年度から、毎
年3月に介護保険システムで通
知書を作成し、通知の見方や
Q&Aなどを記載したリーフレッ
トを同封している。

自己評価： ○

自己評価： ○

カ　給付実績の活用
・介護給付適正化システムを活用して、
様々な条件により不適切な可能性のあ
る給付実績を抽出し、点検及び事業者
への確認後、過誤調整等の指導を行い
ます。

介護･高齢者支援課

　介護給付適正化システムの更
なる活用方法を検討していく。

　介護給付適正化システムを利
用して給付実績を確認し、ケア
プランの点検等に活かした。

ウ　住宅改修・福祉用具点検
・住宅改修において、疑義が生じやすい
改修内容や申請理由の類似する事例、
改修費用にポイントを絞り、適切な給付
が行われるよう効果的な実地調査を行
います。
・福祉用具貸与品目及び適正な価格に
ついて、事業者による利用者への説明
や周知の徹底を図ります。また、軽度者
の利用状況に着目し、特殊寝台の使用
等、保険者への確認等必要な手続きが
行われていることを点検し、適切な給付
に向けた事業者への指導を行います。

介護･高齢者支援課

・住宅改修においては、介護保険
の対象となるか、身体状況に応
じた工事であるか等、ケースご
とに施工業者に確認し審査して
いく必要がある。
・福祉用具購入については、利用
者宅の環境に応じて適切な購入
が行われているか確認し、必ず
事業者の説明、利用者本人の同
意があって購入となっているか
審査していく。

・ケアマネジャーのいない利用者
の住宅改修の際の実地調査によ
り、給付の適正化に努めた。
・福祉用具の購入については、利
用者の身体状況と購入理由との
関係が妥当であるかの審査を
行った。
・主に軽度者の住宅改修・福祉用
具貸与に関して、リハビリテー
ション専門職が現地を訪問し、
高齢者の状態確認や助言等を
行った。
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計画進捗管理シート

5

2

計画名称 高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画

課題 介護保険制度の適正な運営

施策 介護サービス事業所の支援と質の向上

成果指標　区内介護事業所従事者に対する離職者の割合

計画策定時 - ２０２３年度目標 2025年度目標

実現すべき状態

　地域包括支援センターやケアマネジャーが作成するケアプランにおいて、心身機能だけでなく、活動、参加の
視点を取り入れるとともに、支援内容の適正化が図られ、対象者は、それに基づいた支援を受け、人としての
尊厳を持って家庭や地域でその人らしい生活を送っています。
　また、認知症をはじめとして介護が必要となった場合や、重度化して医療行為が必要となった場合でも、地
域の資源や、介護と医療の連携によるサービスが、家族や要介護者への十分なアセスメントのもとで提供でき
る体制が整っています。
　サービス利用者は、すこやか福祉センターと地域包括支援センターを中核として、困ったときにはいつでも
相談できる相談支援体制が整えられています。
　サービス利用者は、提供されるサービスの内容や契約事項に関する情報、事業者の事業運営状況等の情報
がわかりやすい形で入手できるとともに、サービス評価制度、苦情解決の仕組みにより、自分にあった健康福
祉サービスを自ら選択し、利用しています。
　介護保険法に基づく介護サービスや公的なサービス提供の担い手である民間サービス事業者は、適正な競
争により、個々の利用者のニーズにあった良質なサービスを提供しています。
　介護サービス事業所には、職歴の長いベテラン職員だけでなく様々な年代の職員がバランスよく配置され、
キャリアや職層に応じた処遇となっています。
　介護職場における文書負担が軽減されるとともに、仕事のやりがいを感じられる職場となっており、介護
サービス事業所のサービスが質・量ともに向上しています。

自己評価： ○　介護人材の裾野を広げる施策
として、介護の魅力ややりがい
について区民の理解が深まる取
組を推進していきます。
　また、総合事業の担い手養成
事業を継続しながら、入門的研
修へ移行し、研修修了者に対し
て介護施設等とのマッチングま
での一体支援を行います。
　さらに、介護職員初任者研修
や実務者研修、生活援助従事者
研修の受講費用助成、介護福祉
士の受験費用助成といった、職
員のやる気に応じて資格を取得
しながらキャリアアップしていく
流れを支援します。

介護･高齢者支援課

　入門的研修については、令和４
（２０２２）年度より、町会・自治会
へも周知を行うようにし、従来
の約３倍の申し込みがあった。
今後も、参加者数を増やす工夫
を継続していく必要がある。

　介護サービスの担い手を養成
するため、入門的研修を年間２
コース実施した。また、研修費用
等の助成についても、事業者へ
の制度周知に努め、必要な給付
を行うことができた。

データ出典 介護人材実態調査

実績把握頻度 計画策定年度（３年ごと）

主な取組

①介護人材の確保と専門職のスキルアップや研修の体系化　（計画冊子ページ：P55）

16.5％
(令和元年度(２０１9年度))

- 12.0% 9.0%

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題
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　組織マネジメントについての事
業所管理者向け研修や、コミュ
ニケーションスキル、コンプライ
アンスに関する研修等により、
介護現場や職場内の具体的な課
題を解決するための支援を行い
ます。また、働きやすい介護職場
に資するため、介護サービス事
業所が活用できる国・都の支援
事業についても周知を図ってい
きます。
　さらに、個別のケアを行うこと
の多い介護従事者にとってメン
タルヘルスへの配慮が必要であ
ること等から、介護サービス事
業所の人材育成担当者への啓発
や従事者向けの研修も行いま
す。

自己評価： ○

自己評価： ○

②組織マネジメントへの支援と介護従事者のメンタルヘルスの向上　（計画冊子ページ：P55）

　ケアマネジャーを始めとした
サービス従事者への研修を外部
委託により実施し、参加者から
は高い評価を得た。

　以上の研修に加え、事業所職
員の段階的なキャリアアップの
ための研修等を行うことにより
従事者等の定着を支援します。
さらに今後、国が行うスキルアッ
プの体制の変更や処遇改善策に
適切に対応し、都等の施策との
整合性を図りながら介護人材の
確保・定着のための必要な支援
を行います。

介護･高齢者支援課

　今後も、介護サービス事業所
連絡会と連携を図りながら、優
良なサービスの質と量を確保し
ていく。

　事業所職員のキャリアアップを
目的とした研修を外部委託によ
り実施し、参加者からは高い評
価を得た。

　ケアマネジャーをはじめ、ヘル
パー等のサービス従事者に対し
て、スキルや知識のレベルアップ
の研修を実施し、サービスの質
の向上を目指します。これらの
研修の実施にあたっては、研修
の体系化への取組を事業者と十
分に連携しながら進めていくこ
とにより、現場での必要性や要
望を考慮した研修を実施できる
ようにします。

介護･高齢者支援課

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

介護･高齢者支援課

自己評価： ○ 　今後も、介護サービス事業所
連絡会と連携を図りながら、優
良なサービスの質と量を確保し
ていく。

　組織マネジメントについての事
業所管理者向け研修や、コミュ
ニケーションスキル、コンプライ
アンスに関する研修等を外部委
託により実施し、参加者からは
高い評価を得た。

　今後も、介護サービス事業所
連絡会と連携を図りながら、優
良なサービスの質と量を確保し
ていく。

- 30 -



令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

④介護サービスの提供を担う民間サービス事業者に対する指導監督業務の効率化等　（計画冊子ページ：P56）

自己評価： ○

自己評価： ○

取組内容 所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　ＩＣＴ化の推進のための補助制
度等を活用することで業務を効
率化し、質の高い介護サービス
の提供や増え続ける介護需要に
対応する事業所を支援します。

介護･高齢者支援課

・運営指導は、新型コロナウイル
ス感染症の影響により、当初計
画より縮小しながらも、Zoom
を使用したオンライン指導、実地
に訪問して行う指導の両面で市
中や施設の感染状況に合わせて
実施した。
・集団指導は、区が指定するすべ
ての事業所を対象として、区の
ホームページへ資料を掲載する
ことによる書面形式で実施し
た。
・指導監督業務の実施にあたっ
ては、国の定める「実地指導の標
準化・効率化等の運用指針」に従
い、事業者の負担軽減に努め
た。
※令和4年度から「実地指導」の
名称を国の方針に基づき「運営
指導」に変更した。

　各種手続きや申請等のオンラ
イン化に向け、国の社会保障審
議会の介護保険部会での議論の
動向等を把握し、必要な対応を
行っていく。

　地域・社会資源把握支援システ
ムを活用した情報提供や介護保
険指定事業者等管理システムの
活用を進めた。

　区が介護保険事業者指定権限
を持つ地域密着型サービス事
業、居宅介護支援事業及び介護
予防・日常生活支援総合事業を
行う事業所を主な対象として、
事業所の運営及びサービスの提
供が適切に行われるよう、個別
事業所への実地指導を実施しま
す。
　また、サービス種別ごとに「介
護サービス事業所集団指導」を
開催し、介護サービス事業所が
適正な水準で運営が行えるよう
集団での指導を実施します。
　指導監督業務の実施にあた
り、指導実施方針及び指導計画
を作成し、指導・確認項目の見直
しや事業者負担の軽減等指導体
制の効率化を進めるとともに、
指導監督業務を通じて介護サー
ビスの質の向上を目指します。

介護･高齢者支援課

・運営指導におけるオンラインで
の実施について、実績を積み上
げて実施しているが、さらに資
料の提出方法などの課題や改善
点等を検証し、今後の実施のあ
り方を検討する。
・集団指導においても、従来の講
義形式に加え、他自治体の実施
方法も参考として、書面形式、動
画形式など効果的な実施方法を
検討する。
・国の定める「実地指導の標準
化・効率化等の運用指針」に基づ
き、実地指導の実施方法を見直
し、介護サービスの質の向上を
図る。

③事業者指定等管理事務の整備　（計画冊子ページ：P56）

自己評価： ○　地域密着型サービス事業、居
宅介護支援事業及び介護予防・
日常生活支援総合事業を行う事
業所について、区民が、介護が
必要になっても可能な限り住み
慣れた地域で暮らし続けられる
よう、指定基準に沿った良質な
サービスを提供できる事業所の
指定等を行います。
　また、子ども・高齢者・障害者
等すべての人々が地域・暮らし・
生きがいをともに創り、高めあ
うことができる地域共生社会の
実現に向けた取組として、高齢
者と障害者(児)が同一の事業所
で一体的にサービスを受けられ
る共生型サービス事業所の指定
についても円滑に進めていきま
す。

介護･高齢者支援課

　国が導入を進める「介護サービ
ス情報公表システム」を活用し
た、新たなオンラインによる指定
申請システムの導入を積極的に
進めていく。

・地域密着型サービス事業所等
の指定にあたり、指定基準に合
致しているかを審査し、良質な
サービスを提供できる事業所の
指定を行っている。
・令和４（２０２２）年度は共生型
サービス事業所の指定申請はな
かった。

取組内容 所管
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令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　介護サービス事業所に対して
外部から評価を行うことによ
り、サービス内容の改善や水準
の向上を図るとともに、公開さ
れた評価結果を事業所情報とし
てサービス選択に役立てるた
め、第三者評価を介護サービス
事業所が定期的に受審するため
の費用助成を引き続き行いま
す。

　高校生を対象に介護職につい
てのセミナーを開催する等、介
護職についてのイメージの実態
把握と、介護職に前向きなイ
メージを持たせる取組を行いま
す。また、区内の専門学校生や
大学生についても、介護人材の
裾野を広げるとともに、将来の
介護分野を任せる人材を区とし
て育成するために、教育機関と
日常的な連携を深めつつ、介護
人材となりうる学生への働きか
けを行います。

介護･高齢者支援課

自己評価：

取組内容 所管

○ 　介護人材の確保に向け、介護
職をやりがいのある職業とし
て、その魅力を効果的に発信し
ていく必要がある。

　学生が、介護保険制度の仕組
みや介護予防事業等について、
分かりやすく理解できるよう、
授業用教材として、区のパンフ
レットである「みんなでささえる
介護保険」を帝京平成大学に提
供した。

介護･高齢者支援課

⑥区内の学校に通う学生への働きかけ　（計画冊子ページ：P56）

所管
令和4（２０２2）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題取組内容

　今後も、受審事業所を増やす
ため、費用助成制度の周知を徹
底していく。　第三者評価の受審が義務化さ

れている認知症対応型グループ
ホーム、受審が都補助の条件と
なっている特別養護老人ホーム
のほか、受審が義務化されてい
ない（看護）小規模多機能居宅介
護、定期巡回・随時対応型訪問
介護看護、都市型軽費老人ホー
ムについても費用助成を実施し
受審を促進した。

⑤第三者評価受審の推進　（計画冊子ページ：P56）

自己評価： ○
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